
別表第⼗⼆への採⽤等を検討するJIS⼀覧　 (2023年11⽉　電気⽤品調査委員会審議案件）

A.　別表第⼗⼆への採⽤を検討するJIS⼀覧（JIS発⾏後）（資料№5-1〜5-7、6参照）

改正基準番号 整合規格（JIS等）
対応IEC規格
（統一表記）

表題 現行基準番号 現行本文
現行基準の有効期間

等
雑音

1
J60400
（202x）

JIS C 8324 (2023)
IEC 60400:2017
+AMD1:2020
+AMD2:2022

蛍光灯ソケット及びスタータソケット
J60400
（H29）

JIS C 8324
（2017）

3 表2を適用

J60335-1
（3版-H14）

別紙28

J60335-1
（4版-H20）

JIS C933-5-1
（2003）

J60335-1
（5版-H27）

JIS C933-5-1
（2014）

3
J60335-2-J7
（202x）

JIS C 9335-2-207
（2023）
JIS C 9335-1
（2023）対応

なし
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第2-207部：水電解器の個別要求事項

J60335-2-J7
（H30）

JIS C 9335-2-207
（2018）

3 表2を適用

4
J60335-2-J9
（202x）

JIS C 9335-2-209
（2023）
JIS C 9335-1
（2023）対応

なし
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第2-209部：家庭用電気治療器の個別要求事項

J60335-2-J9
（H30）

JIS C 9335-2-209
（2018）

3 表2を適用

5
J60335-2-J10
（202x）

JIS C 9335-2-210
（2023）
JIS C 9335-1
（2023）対応

なし
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第2-210部：家庭用電気治療器の個別要求事項

J60335-2-J10
（H30）

JIS C 9335-2-210
（2018）

3 表2を適用

6
J60335-2-J11
（202x）

JIS C 9335-2-211
（2023）
JIS C 9335-1
(2023)対応

なし
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第2-211部：家庭用熱療法治療器の個別要求事項

J60335-2-J11
（H30）

JIS C 9335-2-211
（2018）

3 表2を適用

7
J60335-2-J12
（202x）

JIS C 9335-2-212
（2023）
JIS C 9335-1
(2023)対応

なし
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第2-212部：家庭用吸入器の個別要求事項

J60335-2-J12
（H30）

JIS C 9335-2-212
（2018）

3 表2を適用

8
J60335-2-3
（202x）
など62規格

なし
全て

表2を適用

B.　別表第⼗⼆から廃⽌を検討するJIS⼀覧（資料№7参照）

現行基準番号 整合規格（JIS等） 現行本文 表題
廃止する基準
の有効期間等

1
J60335-2-34
（H20）

JIS C 9335-2-34
（2004）

IEC 60335-2-34
（2002）に対応

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第2-34部：電動圧縮機の個別要求事項

なし

C. 別表第⼗⼆への採⽤を検討するJIS⼀覧（⼩委員会承認後）（資料№8a、8b参照）

改正基準番号 整合規格（JIS等）
対応IEC規格
（統一表記）

表題 現行基準番号 現行本文
現行基準の
有効期間等

雑音

1
J61347-2-13
（202x）

JIS C 8147-2-13
追補1（202x）

IEC 61347-2-13
（2014）
＋ADM1（2016）
に対応

ランプ制御装置－
第2-13部：直流又は交流電源用
LED モジュール用制御装置の個別要求事項

J61347-2-13
(H29)

JIS C 8147-2-13
（2017）

3 表2を適用

廃止する基準なし
※J60335-1（3版-H14）、
J60335-1（4版-H20）
及びJ60335-1（5版-
H27）は、それぞれ併読
する個別規格の廃止に
合わせて廃止する。

表2を適用

資料№6の別紙を参照

2
J60335-1
（202x）

JIS C 9335-1
（2023）

IEC 60335-1
（2020）（Ed.6.0）

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第1部：通則
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